
方法：
▼オンラインで申込（下記QRコードあり）
▼メールで申込
　（必須事項：事業者名、電話番号、メールアドレス、
　  参加者名、希望を参加する会）

水7 13:30～ 新規事業者向け説明会22/

ふるさと納税事業者向け

五條市では、ふるさと納税制度を活⽤した地元特産品の五條市では、ふるさと納税制度を活⽤した地元特産品の
販路拡⼤・PRおよび地域産業の活性化を図っています。販路拡⼤・PRおよび地域産業の活性化を図っています。
五條市では、ふるさと納税制度を活用した地元特産品の
販路拡大・PRおよび地域産業の活性化を図っています。
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〒637-8501
五條市岡口1丁⽬3番1号
五條市役所 
1階コミュニティルーム

＼五條市／

＼お問い合わせはこちら／

オンライン申込

説明会・勉強会

五條市役所 市⻑公室�企画政策課
TEL：0747-22-4001
メール：kikaku@city.gojo.lg.jp

15:00～ 既存事業者向け勉強会

市ホームページ

大手ふるさと納税ポータルサイト運営者（予定）
※既存事業者向け勉強会のみ

期間：6月8日(月)～
　  7⽉10⽇(⾦)

事業者のみなさんに、⾃社商品等を全国にPRする機会と事業者のみなさんに、⾃社商品等を全国にPRする機会と
して活⽤してもらうため、説明会・勉強会を開催しますして活⽤してもらうため、説明会・勉強会を開催します
ので、せひお気軽にご参加ください！ので、せひお気軽にご参加ください！

事業者のみなさんに、自社商品等を全国にPRする機会と
して活用してもらうため、説明会・勉強会を開催します
ので、せひお気軽にご参加ください！
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